
【補助スキーム】
県

指定管理者

県内小中学校

【バス補助スキーム】
県

バス事業者

県内小中学校

●交付要綱制定
（県⇒指定管理者）
●減免基準作成

②補助金交付（概算払）

⑦精算

④体験料減免

※減免実績に応じて

①交付申請（一括）

⑥実績報告
【添付書類】
・各学校からの
実績報告（写し）

●減免基準に基づき減免

●交付要綱制定
（県⇒バス事業者）

④交付申請兼実績（都度）
（減額分：１/２又は5万）
【添付書類】
・学校への請求書（写し）
・学校への領収書（写し）
・行程表

⑤補助金交付

①利用申込

③支払（１/２）

②減額後料金請求
（１/２）

③利用申込

⑤実績報告

【補助額】上限4,400円/人（実質負担なしになるよう補助） 【補助額】借上げに要する経費の1/2（上限５万/台）

【補助対象】県内小中学校等のPLAPLAの体験料

PLAPLA体験料補助概要 PLAPLAバス借上げ補助概要

【補助対象】県内小中学校等がPLAPLAまでの移動
に利用される貸切バスの借上料


